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雑　

報九
州
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
一
）

�
ロ
ー
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
講
演
会

二
〇
一
八
年
七
月
六
日
（
金
）

「
大
崎
事
件
か
ら
見
え
る
刑
事
司
法
の
課
題
」

　

講
師　

鴨
志
田
祐
美
（
弁
護
士
法
人
え
が
り
て
法
律
事
務
所
）

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
五
日
（
土
）

「「
連
立
」
か
ら
日
本
政
治
を
考
え
る
」

　

講
師　

中
北
浩
爾
（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
）

二
〇
一
九
年
一
月
二
五
日
（
金
）

「
法
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
と
そ
れ
に
伴
う
責
務
」

　

講
師　

佐
藤
幸
治
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
）　

Ｌ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー

　

法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー

　

講
師　

横
山　

寛　
　
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
　
　

安
武
雄
一
郎　
（
弁
護
士
）

（86－１－241）

　
　
　
　

川
瀨
孝
史　
　
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
　
　

浦
川
雄
基　
　
（
弁
護
士
）

　
　
　
　

奧
江
隆
太　
　
（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

講
演
会
ほ
か

二
〇
一
八
年
三
月
一
七
日
（
土
）

「H
um

an Rights Futures: Backlash and Beyond

」

　

講
師　

Jack Snyder (Colum
bia U

niversity) 

　
　
　
　

Leslie V
injam

uri (SO
A

S, U
niversity of London)

　

共
催　

K
yudai Interdisciplinary Colloquium

  

二
〇
一
八
年
一
〇
月
五
日
（
金
）、
六
日
（
土
）

「Leniency Policy in A
sian Com

petition Law

」

　

講 

師　

Baskaran Balasingham
 (M

acquarie U
niversity 

(A
ustralia)), Y

ong Lim
(Seoul N

ational U
niversity (K

o-
rea)), K

aran Singh Chandhiok (Chandhiok &
 A

ssoci-
ates (India)), Ploykaew

 Porananond (Chiang M
ai U

ni-
versity (T

hailand)), A
ndy C.M

. Chen (Chung Y
uan 

Christian U
niversity (T

aiw
an)), Y

oshiteru U
em

ura 
(H

annan U
niversity (Japan)), Scott Clem

ents (A
llen &

 
Gledhill LLP (Singapore)), Steven V

an U
ytsel (K

yushu 
U

niversity (Japan)), Sandra M
arco Colino (Chinese 
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U
niversity of H

ong K
ong (H

ong K
ong)), M

ark W
il-

liam
s (M

elbourne U
niversity (A

ustralia)), Cassey Lee 
(ISEA

S Y
ushof Ishak Institute (Singapore))

二
〇
一
八
年
一
〇
月
九
日
（
火
）

「T
he N

ew
 Germ

an T
rade Secret A

ct: A
ll new

 in Germ
a-

ny?

」

　

講 

師　

Christoph A
nn (Professor, School of M

anage-
m

ent, T
echnical U

niversity of M
unich)

二
〇
一
八
年
一
二
月
三
日
（
月
）

「Regulating FinT
ech in A

sia: Global Concerns, Local 
Perspectives

」

　

講 

師　

Erik V
erm

eulen (T
ilburg U

niversity &
 V

ice 
President – Philips Lighting, T

he N
etherlands); D

a-
vid C. D

onald (Chinese U
niversity of H

ong K
ong, 

H
ong K

ong); Christopher Chen (Singapore M
anage-

m
ent U

niversity, Singapore); Liao Fan (Institute of 
International Law

, CA
SS, China); H

irom
itsu Ishii, 

esq. (Sugim
ura &

 Partners, Japan); Shinto T
eram

oto 
(K

yushu U
niversity, Japan) and T

akuhiro Fukazu, 
esq. (N

ishim
ura &

 A
sahi, Japan), Susum

u T
anizaw

a, 
esq. (N

ishim
ura &

 A
sahi, Japan); Shiba A

kihiro, esq. 

(N
ishim

ura &
 A

sahi, Japan); Sunseop Jung (Seoul 
N

ational U
niversity, K

orea); N
guyen Y

en H
ai (H

a-
noi Law

 U
niversity, V

ietnam
); Paw

ee Jenw
eeranon 

(T
ham

m
asat U

niversity, T
hailand)

二
〇
一
八
年
一
二
月
八
日
（
土
）

「
第
一
回
「Society 5.0

」
に
お
け
る
技
術
と
法
―
―
「
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー
」
に
関
す
る
諸
課
題
を
中
心
に
」

　

講 

師　

伊
澤
一
雅
（
一
般
社
団
法
人
日
本
音
楽
著
作
権
協

会
（JA

SRA
C

）
常
任
理
事
）、
渡
部
友
一
郎
（
弁
護
士
・

A
irbnb

シ
ニ
ア
リ
ー
ガ
ル
カ
ウ
ン
セ
ル
）、
田
上
嘉
一
（
弁

護
士
・
弁
護
士
ド
ッ
ト
コ
ム
株
式
会
社
ゼ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
）

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
五
日
（
土
）

「
第
二
回
「Society 5.0

」
に
お
け
る
技
術
と
法
―
―
「
も
の
づ
く
り
」

「
ま
ち
づ
く
り
」
に
関
す
る
諸
課
題
を
中
心
に
」

　

講 

師　

田
中
浩
也
（
慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
教
授
・
フ
ァ

ブ
ラ
ボ
ジ
ャ
パ
ン
発
起
人
）、
園
原
吉
光
（
株
式
会
社
安
川
電

機
技
術
部
技
術
企
画
部
長
）、
江
村
克
己
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
取
締
役

執
行
役
員
常
務
兼
Ｃ
Ｔ
Ｏ
（
チ
ー
フ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
オ
フ
ィ

サ
ー
）

　

共 

催　

九
州
大
学
法
学
部
公
開
講
座
「
現
代
社
会
に
お
け
る
ク
リ
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エ
イ
テ
ィ
ブ
産
業
の
役
割
（JA

SRA
C

寄
附
科
目
）」、
九
州

大
学
「
人
社
系
協
働
研
究
教
育
コ
モ
ン
ズ
」
関
連
企
画

ロ
ー
マ
法
研
究
会

二
〇
一
八
年
一
月
一
一
日
（
木
）

　
「D

. 16, 3, 31, 1

に
つ
い
て
」

　
　
　

報
告
者　

石
川
真
人
（
久
留
米
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
月
一
八
日
（
木
）

　
「『
戦
争
法
』（
カ
イ
ロ
、1872

年
）
の
紹
介
と
若
干
の
検
討
」

　
　
　

報
告
者　

沖
祐
太
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
四
月
一
二
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 1 U

lp. 40 ad ed.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
四
月
二
六
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 2 U

lp. 74 ad ed. 

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
八
年
五
月
一
七
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 3 pr. Scaev. 1 dig.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
五
月
三
一
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 3, 1 Scaev. 1 dig. 

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
六
月
七
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 3, 2 Scaev. 1 dig.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
八
年
六
月
二
一
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 4 U

lp. 46 ad Sab.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
七
月
五
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 5 Pap. 1 def.

　
　
　

報
告
者　

西
村
重
雄
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
一
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 6 Gai. 17 ad ed. provinc. 

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
五
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 7, pr.-1 U

lp. 7 disp.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
一
月
一
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 7, 2 U

lp. 7 disp.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
一
月
八
日
（
木
）

（86－１－243）
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D

. 2, 15, 8, pr.-1 U
lp. 5 de om

n. trib.
　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
一
月
二
九
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 8, 1-2 U

lp. 5 de om
n. trib.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
（
木
）

　

D
. 2, 15, 8, 3-4 U

lp. 5 de om
n. trib.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
研
究
会

二
〇
一
八
年
一
月
二
七
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
一
節
前
半

　
　
　

報
告
者　

赤
松
秀
岳
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
二
月
二
四
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
一
節
後
半

　
　
　

報
告
者　

上
村
一
則
（
久
留
米
大
学
）

二
〇
一
八
年
四
月
二
八
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
二
節

　
　
　

報
告
者　

野
田
龍
一
（
福
岡
大
学
）・
三
宮
希
（
福
岡
大
学
）

二
〇
一
八
年
五
月
一
九
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
三
節

　
　
　

報
告
者　

大
久
保
憲
章
（
広
島
修
道
大
学
）

二
〇
一
八
年
六
月
二
三
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
四
節

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
八
年
九
月
二
二
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
五
節

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
七
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
六
節

　
　
　

報
告
者　

田
中
教
雄
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
一
月
二
四
日
（
土
）

　

 

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
七
節
（
前

半
）

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
八
年
一
二
月
二
二
日
（
土
）

　
 

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
四
七
節
（
後

半
）

　
　
　

報
告
者　

上
村
一
則
（
久
留
米
大
学
）
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九
州
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
八
年
度
春
季
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
六
日
）

　
「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
と
政
府
言
論
」

　
　
　

桧
垣
伸
次
（
福
岡
大
学
法
学
部
准
教
授
）

　

 「
著
作
権
侵
害
サ
イ
ト
の
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
―

公
法
上
の
問
題
を
中
心
に
」

　
　
　

成
原　

慧
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授
）

二
〇
一
八
年
度
夏
季
（
二
〇
一
八
年
七
月
二
一
日
）

　

 「
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
安
全
確
保
と
公
法
的
規
制
：
フ
ラ
ン
ス

の
フ
ー
リ
ガ
ン
対
策
法
制
の
憲
法
問
題
」

　
　
　

井
上
武
史
（
九
州
大
学
准
教
授
）

　
「
自
治
体
行
政
に
お
け
る
「『
先
例
』」

　
　
　

田
中
孝
男
（
九
州
大
学
教
授
）

二
〇
一
八
年
度
秋
季
（
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
〇
日
）

　
「
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ー
ト
の
法
規
制
」

　
　
　

小
島
立
（
九
州
大
学
准
教
授
）

　
　
　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー　

大
日
方
信
春
（
熊
本
大
学
教
授
）

　

 「
最
高
裁
判
例
の
形
成
過
程
―
―
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
サ
プ
ラ
イ
事

件
判
決
を
素
材
と
し
た
実
証
的
研
究
」

　
　
　

赤
坂
幸
一
（
九
州
大
学
准
教
授
）

　
　
　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー　

小
島
立
（
九
州
大
学
准
教
授
）

二
〇
一
八
年
度
冬
季
（
二
〇
一
九
年
二
月
二
三
日
）

　

 「
目
的
審
査
再
考
―
―
平
等
原
則
違
反
が
争
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
連

邦
最
高
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
」

　
　
　

井
上
一
洋
（
宮
崎
産
業
大
学
准
教
授
）

　

 「
判
例
報
告
（
九
条
俳
句
不
掲
載
訴
訟
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
判

平
成
三
〇
年
五
月
一
八
日
）」

　
　
　

棟
形
康
平
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
博
士
後
期
課
程
）

　
「
私
訴
権
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
考
察
」

　
　
　

堀
澤
明
生
（
北
九
州
市
立
大
学
法
学
部
専
任
講
師
）

社
会
法
研
究
会

第
四
六
一
回　

二
〇
一
八
年
一
月
六
日
（
土
）　

九
州
大
学

　

 「
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
に
お
け
る
労
働
協
約
に
よ
る
契
約
変
更
と
契

約
の
自
由
」

　
　
　

小
山
敬
晴
（
大
分
大
学
）

　
 「

高
齢
者
・
障
が
い
者
虐
待
と
保
護
の
あ
り
方
」

　
　
　

三
輪
ま
ど
か
（
南
山
大
学
）

　

 「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
教
員
解
雇
に
関
す
る
Ａ
Ａ
Ｕ
Ｐ
の
手
続
基
準

と
裁
判
例
の
検
討
」

（86－１－245）
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鶴
﨑
新
一
郎
（
九
州
大
学
大
学
院
・
法
学
研
究
院
協
力
研
究

員
）

第
四
六
二
回　

二
〇
一
八
年
二
月
三
日
（
土
）　

九
州
大
学

　

 「
Ｅ
Ｕ
経
済
統
合
に
お
け
る
労
働
法
の
課
題
―
―
国
際
的
経
済
活

動
の
自
由
と
の
相
克
と
そ
の
調
整
」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

　
「
介
護
保
障
訴
訟
の
展
開
と
法
的
課
題
―
―
障
害
法
の
視
点
か
ら
」

　
　
　
　

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

　

 「
マ
ク
ロ
ン
・
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
労
働
契
約
法
の
改
革
―
不

当
解
雇
の
金
銭
補
償
お
よ
び
工
事
・
作
業
契
約
を
中
心
に
―
」

　
　
　
　

野
田
進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
六
三
回　

二
〇
一
八
年
三
月
三
日
（
土
）　

九
州
大
学

【
午
前
の
テ
ー
マ
】

　

 「
社
会
保
障
法
と
労
働
法
の
関
係
性
」（
平
成
三
〇
年
・
社
会
保
障

法
学
会
プ
レ
報
告
）」

　
　
　

司
会　

加
藤
智
章
（
北
海
道
大
学
）

　

 「
社
会
保
障
法
と
労
働
法
の
関
係
性
―
独
自
性
の
発
揮
と
連
携
の

模
索
」

　
　
　

水
島
郁
子
（
大
阪
大
学
）

　

 「
社
会
保
障
法
と
労
働
法
の
相
互
作
用
」

　
　
　

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

「
コ
メ
ン
ト
」

　
　
　

良
永
彌
太
郎
（
元
熊
本
大
学
）

【
午
後
の
テ
ー
マ
】

　

 「
社
会
保
障
法
に
お
け
る
体
系
論
と
権
利
論
・
再
考
」（
平
成
三
〇

年
・
社
会
保
障
法
学
会
プ
レ
報
告
）

　
　
　

司
会　

増
田
幸
弘
（
日
本
女
子
大
学
）

　

 「
戦
後
社
会
保
障
法
学
に
お
け
る
体
系
論
～
背
景
・
評
価
・
将
来
」

　
　
　

山
田
晋
（
広
島
修
道
大
学
）

　
「
社
会
保
障
の
権
利
論
・
再
考
」

　
　
　

秋
元
美
世
（
東
洋
大
学
）

　
「
コ
メ
ン
ト
」

　
　
　

阿
部
和
光
（
久
留
米
大
学
特
任
教
授
）

第
四
六
四
回　

二
〇
一
八
年
四
月
七
日
（
土
）　

久
留
米
大
学
福
岡

サ
テ
ラ
イ
ト

　

 「
契
約
締
結
強
制
と
し
て
の
労
契
法

一八
条
一
項
に
よ
る
労
働
契
約

の
成
立
と
内
容
の
規
律
」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

　
 「

労
働
法
と
社
会
保
障
法
―
労
働
契
約
の
成
立
と
終
了
に
関
す
る

若
干
の
判
例
を
素
材
に
し
て
―
」

　
　
　

柳
澤
旭
（
山
口
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
六
五
回　

二
〇
一
八
年
五
月
十
二
日
（
土
）　

九
州
大
学
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 「

求
人
票
と
実
際
の
労
働
条
件
と
の
相
違
と
未
払
賃
金
等
請
求
―

福
祉
事
業
者
Ａ
苑
事
件
（
京
都
地
判
平
二
九
・
三
・
三
〇
労
判
一

一
六
四
号
四
四
頁
）」

　
　
　

小
山
敬
晴
（
大
分
大
学
）

　

 「
働
き
方
の
多
様
化
と
女
性
雇
用
―
―
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
観
点
か

ら
」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

　
「
社
会
保
障
法
と
国
際
法
規
」

　
　
　

山
下
慎
一
（
福
岡
大
学
）

第
四
六
六
回　

二
〇
一
八
年
六
月
二
日
（
土
）　

九
州
大
学

　
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
代
替
的
交
渉
手
段
と
労
働
協
約
の
締
結
」

　
　
　

渋
田
美
羽
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
労
働
法
『
学
』
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
」

　
　
　

菊
池
高
志
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
六
七
回　

二
〇
一
八
年
七
月
七
日
（
土
）　

九
州
大
学

　

豪
雨
の
た
め
中
止

第
四
六
八
回　

二
〇
一
八
年
八
月
四
日
（
土
）　

九
州
大
学

　

 「
公
的
医
療
保
険
に
お
け
る
公
平
と
競
争
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
展

開
」

　
　
　
　

松
本
勝
明
（
熊
本
学
園
大
学
）

　

 「
労
働
法
規
範
に
お
け
る
公
序
の
失
墜
―
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

補
足
性
原
理
へ
―
」　

　
　
　
　

野
田
進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

　

 「『
障
害
の
従
属
性
』
―
ア
メ
リ
カ
障
害
法
に
お
け
る
争
点
と
わ

が
国
の
論
点
」

　
　
　

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
六
九
回　

二
〇
一
八
年
九
月
一
日
（
土
）　

西
南
学
院
大
学

　
「
在
日
米
軍
基
地
従
業
員
の
国
内
労
働
法
適
用
上
の
問
題
」

　
　
　

春
田
吉
備
彦
（
沖
縄
大
学
）

　

 「
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
の
適
用
場
面
に
お
け
る
契
約
解
釈
の
位
置
づ

け
と
機
能
に
関
す
る
一
考
察
（
仮
）」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

第
四
七
〇
回　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
六
日
（
土
）　

九
州
大
学

　

台
風
の
た
め
中
止

第
四
七
一
回　

二
〇
一
八
年
十
一
月
三
日
（
土
）　

九
州
大
学

　
「
触
法
者
等
に
対
す
る
社
会
復
帰
支
援
法
制
試
論
」

　
　
　
　

木
村
茂
喜
（
西
南
女
学
院
大
学
）

　
 「

判
例
研
究　

遺
族
補
償
年
金
受
給
資
格
年
齢
の
男
女
差
の
合
憲

性
―
地
公
災
基
金
大
阪
府
支
部
長（
市
立
中
学
校
教
諭
）事
件（
最

三
小
判
平
二
九
・
三
・
二
一
労
判
一
一
六
二
号
五
頁
）」

　
　
　
　

平
部
康
子
（
佐
賀
大
学
）

第
四
七
二
回　

二
〇
一
八
年
十
二
月
一
日
（
土
）　

熊
本
学
園
大
学

（86－１－247）
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「
障
害
者
権
利
条
約
に
お
け
る
障
害
者
像
と
平
等
概
念
の
発
展
」

　
　
　

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

　
「
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
に
対
す
る
審
査
制
度
の
課
題
」

　
　
　

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

　
「
考
え
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
考
え
て
き
た
こ
と
」

　
　
　

清
正
寛
（
熊
本
大
学
名
誉
教
授
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

第
六
八
一
回
例
会　

平
成
三
〇
年
四
月
二
一
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
「
敵
対
的
企
業
買
収
と
対
抗
措
置
を
め
ぐ
る
法
的
課
題
」

　
　
　

報
告
者　
　

德
本　

穰
（
九
州
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

 「
第
三
者
の
不
当
な
勧
誘
に
よ
る
不
動
産
投
資
と
融
資
契
約
―

デ
ー
ト
商
法
に
よ
る
投
資
用
マ
ン
シ
ョ
ン
・
融
資
契
約
あ
っ
せ
ん

事
例
か
ら
」

　
　
　

報
告
者　
　

若
色　

敦
子
（
熊
本
大
学
）

第
六
八
二
回
例
会　

平
成
三
〇
年
六
月
一
六
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
「
自
動
運
転
と
法
」

　
　
　

報
告
者　
　

佐
野　

誠
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　
「
組
織
再
編
に
お
け
る
債
権
者
保
護
―
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
示
唆
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

牧　

真
理
子
（
大
分
大
学
）

第
六
八
三
回
例
会　

平
成
三
〇
年
七
月
二
一
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　

 「
有
価
証
券
報
告
書
等
虚
偽
記
載
に
関
す
る
発
行
会
社
の
民
事
責

任
―
損
害
論
か
ら
の
考
察
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

前
越　

俊
之
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

 「
有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
と
取
締
役
の
『
相
当
な
注
意
』

の
意
義
」

　
　
　

報
告
者　
　

藤
林　

大
地
（
西
南
学
院
大
学
）

第
六
八
四
回
例
会　

平
成
三
〇
年
九
月
一
五
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
二
九
年
一
月
二
四
日
民
集
七
一
巻
一
号
一
頁

　
「
ク
ロ
レ
ラ
チ
ラ
シ
配
布
差
止
等
請
求
事
件
」

　
　
　

報
告
者　
　

泉　

日
出
男
（
愛
媛
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

 「
会
社
従
属
法
の
設
立
準
拠
法
主
義
と
そ
の
展
開
―
適
用
範
囲
を

め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
―
」
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報
告
者　
　

伊
達　

竜
太
郎
（
沖
縄
国
際
大
学
）

第
六
八
五
回
例
会　

平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
三
〇
年
三
月
二
九
日
金
判
一
五
四
七
号
四
二
頁

　

 「
取
締
役
の
解
任
に
つ
い
て
『
正
当
な
理
由
』
が
あ
る
と
し
て
役

員
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

横
尾　

亘
（
西
南
学
院
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
地
判
平
成
二
九
年
八
月
九
日
金
判
一
五
三
三
号
五
〇
頁

　

 「
会
社
分
割
に
よ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
上
の
組
合
の
持
分

の
承
継
で
あ
っ
て
も
、
同
法
一
七
条
一
項
所
定
の
組
合
の
承
諾
を

要
し
、
こ
れ
が
な
い
以
上
、
同
持
分
の
承
継
は
無
効
で
あ
る
と
さ

れ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

山
崎　

淳
司
（
西
南
学
院
大
学
・
院
）

第
六
八
六
回
例
会　

平
成
三
〇
年
一
一
月
一
七
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
平
成
二
九
年
一
一
月
一
五
日
金
判
一
五
三
五
号
六
三
頁

　
「
取
締
役
会
の
招
集
通
知
の
瑕
疵
と
取
締
役
会
決
議
の
有
効
性
」

　
　
　

報
告
者　
　

嘉
村　

雄
司
（
島
根
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
六
年
四
月
一
五
日
判
例
集
未
登
載
（LEX

/D
B

文
献
番
号
二
五
五
一
九
〇
六
〇
）

　

 「
変
額
個
人
年
金
保
険
の
契
約
を
締
結
し
た
原
告
に
よ
る
、
保
険

者
お
よ
び
金
融
商
品
販
売
業
者
等
（
銀
行
）
に
対
す
る
錯
誤
無
効

お
よ
び
説
明
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
、
否
定

さ
れ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

前
越　

俊
之
（
福
岡
大
学
）

第
六
八
七
回
例
会　

平
成
三
〇
年
一
二
月
一
五
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
「
信
用
生
命
保
険
と
与
信
者
に
よ
る
利
得
」

　
　
　

報
告
者　
　

久
保
田　

光
昭
（
琉
球
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

 「
保
険
契
約
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
第
三
者
の
行
為
と
保
険
者

免
責
」

　
　
　

報
告
者　
　

板
垣　

太
郎
（
長
崎
県
立
大
学
）

第
六
八
八
回
例
会　

平
成
三
一
年
一
月
二
六
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
 「

媒
介
者
の
法
理
は
拡
張
で
き
る
か
？
―
他
者
の
勧
誘
を
利
用
し

た
融
資
者
の
責
任
」

　
　
　

報
告
者　
　

若
色　

敦
子
（
熊
本
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

 「
海
外
子
会
社
等
に
よ
る
人
権
侵
害
と
法
的
措
置
の
可
能
性
―
ド

（86－１－249）
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イ
ツ
法
か
ら
み
た
親
会
社
経
営
者
の
責
任
リ
ス
ク
の
一
側
面
」

　
　
　

報
告
者　
　

久
保　

寛
展
（
福
岡
大
学
）

民
事
法
研
究
会

活
動
な
し民

事
手
続
研
究
会

平
成
三
〇
年
一
月
二
〇
日
（
土
）　  

　

 

人
事
訴
訟
・
会
社
訴
訟
に
お
け
る
再
審
原
告
適
格
―
―
被
告
適
格

と
の
関
係
と
そ
の
理
論
的
基
礎

 

松
原　

弘
信
（
熊
本
大
学
）

平
成
三
〇
年
一
二
月
一
日
（
土
）

　

弁
護
士
会
照
会
に
対
す
る
回
答
義
務
と
確
認
の
利
益
に
つ
い
て

 

濵
﨑　

録
（
西
南
学
院
大
学
）

　

和
解
目
的
で
提
出
さ
れ
た
情
報
の
訴
訟
に
お
け
る
利
用
制
限

 

川
嶋　

隆
憲
（
熊
本
大
学
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

　
　
【
判
例
研
究
】

平
成
三
〇
年
一
月
一
九
日
（
金
）

　

 　

法
定
管
轄
裁
判
所
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
、
専
属
的
合
意
管
轄
裁

判
所
へ
の
移
送
申
立
て
が
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
訴
訟
の
著
し

い
遅
滞
を
避
け
、
又
は
当
事
者
間
の
衡
平
を
図
る
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
専
属
的
合
意
管
轄
裁
判
所
に
移

送
せ
ず
に
、
法
定
管
轄
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
と
さ
れ
た
事
例
（
名
古
屋
高
決
平
成
二
八
年
八
月
二
日
判
タ

一
四
三
一
号
一
〇
五
頁
）

 

川
上　

タ
イ
（
福
岡
地
裁
）

平
成
三
〇
年
二
月
一
六
日
（
金
）

　

 　

共
同
相
続
さ
れ
た
普
通
預
金
債
権
、
通
常
貯
金
債
権
及
び
定
期

貯
金
債
権
は
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
（
最
大
決
平
成
二
八
年

一
二
月
一
九
日
民
集
七
〇
巻
八
巻
二
一
二
一
頁
）

 

八
木　

香
織
（
福
岡
地
裁
）

平
成
三
〇
年
五
月
一
一
日
（
金
）

　
　

 
特
許
権
者
が
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
訂
正
の
再

抗
弁
を
主
張
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
特
許

法
一
〇
四
条
の
四
第
三
号
所
定
の
特
許
請
求
の
範
囲
の
訂
正
を
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す
べ
き
旨
の
審
決
等
が
確
定
し
た
こ
と
を
理
由
に
事
実
審
の
判

断
を
争
う
こ
と
の
許
否
（
最
二
小
判
平
成
二
九
年
七
月
一
〇
日

民
集
七
一
巻
六
号
八
六
一
頁
）

 

宮
永　

文
雄
（
広
島
大
学
）

平
成
三
〇
年
七
月
一
三
日
（
金
）

　

 

検
察
官
を
被
告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
参
加
し
た
第
三
者
で
訴
訟
の

結
果
に
よ
り
相
続
権
を
害
さ
れ
る
も
の
に
よ
る
上
告
兼
上
告
受
理

の
申
立
て
が
、
検
察
官
の
た
め
の
上
訴
期
間
経
過
後
で
あ
っ
て
も

適
法
と
さ
れ
た
事
例
（
最
二
小
決
平
成
二
八
年
二
月
二
六
日
判
タ

一
四
二
二
号
六
六
頁
）

 
松
原　

弘
信
（
熊
本
大
学
）

平
成
三
〇
年
九
月
一
四
日
（
金
）

　

 

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
機
関
が
保
管
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
文

書
提
出
命
令
の
名
宛
人
と
な
る
文
書
の
所
持
者
に
当
た
る
か
に
つ

い
て
判
断
さ
れ
た
事
例
（
最
一
小
判
平
成
二
九
年
一
〇
月
四
日
民

集
七
一
巻
八
号
一
二
二
一
頁
）

 

大
門　

全
（
福
岡
地
裁
）

平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
二
日
（
金
）

　

 

訴
状
副
本
及
び
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
の
呼
出
状
等
を
書
留
郵
便

に
付
す
る
送
達
が
、
受
送
達
者
の
住
所
に
宛
て
て
な
さ
れ
た
も
の

で
な
く
無
効
と
さ
れ
た
事
例
（
仙
台
高
秋
田
支
判
平
成
二
九
年
二

月
一
日
判
時
二
三
三
六
号
八
〇
頁
）

 

上
田　

竹
志
（
九
州
大
学
）

九
州
国
際
私
法
研
究
会

活
動
な
し

政
治
研
究
会

二
〇
一
八
年
四
月
二
一
日

　
『
政
治
研
究
』
第
六
五
号
合
評
会
・
総
会

二
〇
一
八
年
五
月
一
九
日

　
「
十
月
革
命
に
お
け
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
家
体
制
創
建
の
問
題
」

　
　
　

報
告
者　

大
藪
龍
介
（
元
福
岡
教
育
大
学
教
授
）

二
〇
一
八
年
六
月
一
六
日

　
「
多
数
派
優
遇
の
擁
護
」

　
　
　

報 

告
者　

岡
﨑
晴
輝
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
・
放
送
大
学
客
員
教
授
）

「
政
治
理
論
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
」

　
　
　

報
告
者　

山
岡
龍
一
（
放
送
大
学
教
養
学
部
教
授
）

二
〇
一
八
年
七
月
二
一
日

（86－１－251）
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「
〇
〇
す
る
行
政
（
協
働
と
地
域
社
会
に
つ
い
て
の
雑
感
）」

　
　
　

報
告
者　

北
見
宏
介
（
名
城
大
学
法
学
部
准
教
授
）

　

 「
坂
井
宏
介
氏
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
協
働
論
と
そ
の
展
開
可
能
性
～
展
開

さ
れ
る
は
ず
（
べ
き
）
で
あ
っ
た
坂
井
行
政
学
を
展
望
す
る
～
」

　
　
　

報 

告
者　

嶋
田
暁
文
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
）

　

 「
隣
接
諸
分
野
の
壁
を
越
え
て
―
共
同
研
究
者
と
し
て
の
坂
井
宏

介
―
」

　
　
　

報 

告
者　

及
川
敬
貴
（
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
環
境
情
報
研

究
院
教
授
）

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
〇
日

　

 「
規
範
的
政
治
理
論
に
よ
る
領
土
権
の
正
当
化
―
『
領
土
の
特
定

性
』
と
『
土
地
と
人
々
の
関
係
性
』
の
観
点
へ
の
着
目
―
」

　
　
　

報 

告
者　

小
野
藍
（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学

府
修
士
課
程
）

　
「
ロ
ッ
ク
の
エ
ド
ワ
ー
ズ
批
判
に
お
け
る
政
治
的
含
意
に
つ
い
て
」

　
　
　

報 

告
者　

武
井
敬
亮
（
福
岡
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）

二
〇
一
八
年
一
一
月
一
七
日

　
「
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
人
文
主
義
的
側
面
に
つ
い
て
」

　
　
　

報 

告
者　

鎌
田
厚
志
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
協
力

研
究
員
）

　
「
安
倍
外
交
の
隘
路
を
抜
け
て
：
対
ロ
シ
ア
外
交
を
中
心
に
」

　
　
　

報 

告
者　

岩
下
明
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
・
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
）

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
五
日　

法
政
学
会
と
の
共
同
開
催

　

 「『
退
出
の
権
利
』
に
対
す
る
制
約
の
正
当
化
に
関
す
る
一
考
察

―
『
移
住
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』
の
構
築
に
向
け
て
」

　
　
　

報 

告
者　

白
川
俊
介
（
関
西
学
院
大
学
総
合
政
策
学
部
専
任

講
師
）

　

 「『
連
立
』
か
ら
日
本
政
治
を
考
え
る
―
な
ぜ
自
公
政
権
は
強
固

な
の
か
―
」

　
　
　

報 

告
者　

中
北
浩
爾
（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教

授
）


